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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抄） 

令和２年３月 28 日（令和３年１月７日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

１）外出の自粛 

特定都道府県は、法第 45 条第 1項に基づき、不要不急の外出・移動の自粛につ

いて協力の要請を行うものとする。特に、20 時以降の不要不急の外出自粛について、

住民に徹底する。 

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、

屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出

の自粛要請の対象外とする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 

特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、主催者等に

対して、法第 45 条第２項等に基づき、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人

数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）を設定し、その要件に沿った開催の要請を

行うものとする。併せて、開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の

「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底するよう、主催者等に求めるもの

とする。 

また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、検査の受診等

保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであ

ることを周知し、民間企業・団体等の幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。 
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３）施設の使用制限等 

①  特定都道府県は、法第 24条第９項及び法第 45 条第２項等に基づき、感染リ

スクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対する営業

時間の短縮（20 時までとする。ただし、酒類の提供は 11時から 19時までとする。）

の要請を行うものとする。要請にあたっては、関係機関とも連携し、営業時間短縮

を徹底するための対策強化を行う。 

法第 45 条第２項に基づく要請に対し、正当な理由がないにもかかわらず応じ

ない場合には、法第 45条第３項に基づく指示を行い、これらの要請及び指示の

公表を行うものとする。政府は、新型コロナウイルス感染症の特性及び感染の状

況を踏まえ、施設の使用制限等の要請、指示の対象となる施設等の所要の規定

の整備を行うものとする。 

また、20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底することや、施設に人が集ま 

り、飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、飲食店以外の他

の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成 25 年政令第 122 号）第

11条に規定する施設（学校、保育所をはじめ別途通知する施設を除く。）について

も、同様の働きかけを行うものとする。 

また、特定都道府県は、感染の拡大につながるおそれのある一定の施設につ

いて、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わ

ないこと等）を設定し、その要件に沿った施設の使用の働きかけを行うものとす

る。 

② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、飲食店に対

して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県を支援する。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイドライン等

を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める。その際、政府は、専

門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提供や助言等を行う。 
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４）職場への出勤等 

① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけ

を行うものとする。 

・  職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出 

勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務

（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推

進すること。 

・  20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に  

必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・  職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減す 

る取組を強力に推進すること。 

・  職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エチケット、

職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱

等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすた

めのテレビ会議の活用等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」

等を避ける行動を徹底するよう促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」

（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。さらに、職場や店舗

等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。 

・  別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事

業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるた

めに必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、

業務を継続すること。 

６）緊急事態宣言が発出されていない場合の都道府県における取組等 

① 都道府県は、持続的な対策が必要であることを踏まえ、住民や事業者に対し

て、以下の取組を行うものとする。その際、感染拡大の防止と社会経済活動の維

持との両立を持続的に可能としていくため、「新しい生活様式」の社会経済全体
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への定着を図るとともに、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を

行いながら、必要に応じて、後述③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の

開催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。 

（職場への出勤等） 

・  事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接

触を低減する取組を働きかけること。 

・  事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗いや手指消

毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所

の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動

を減らすためのテレビ会議の活用等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つ

の場面」」等を避ける行動を徹底するよう促すこと。特に職場での「居場所の切り

替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。さらに、職場

や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。 
 


